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平成１５年度までのオンライン化実施が特に困難な個別手続

１地方公共団体が扱う手続(地方自治法第２条第９項第２号法定受託事務）

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１３年度 １４年度 １５年度 備考

手 続 数 合 計 － － － －

２地方公共団体が扱う手続(地方自治法第２条第８項自治事務）

　事　　　　　　　項 根拠規定
年間平均申
請件数

１３年度 １４年度 １５年度 備考

死産の届出
死産の届出に関する
規程第４条第１項

40,000 オンライン化困難
戸籍法に基づく各種届出事務との整合性を図る
必要性があるため、今後、戸籍事務の動向を踏
まえ検討

住所地特例の届出
介護保険法施行規則
第２５条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

第２号被保険者資格取得
の届出手続

介護保険法施行規則
第２６条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

被保険者証の再交付を申
請する手続

介護保険法施行規則
第２７条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

被保険者証の検認、更新
手続

介護保険法施行規則
第２８条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

氏名変更の届出
介護保険法施行規則
第２９条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

住所変更の届出
介護保険法施行規則
第３０条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

世帯変更の届出
介護保険法施行規則
第３１条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

資格喪失の届出
介護保険法施行規則
第３２条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

要介護認定の申請
介護保険法施行規則
第３５条

約940,000
（※１含

オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

要介護更新認定の申請
介護保険法施行規則
第４０条

約2,580,000
（※２含

オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

要介護状態区分変更認定
の申請

介護保険法施行規則
第４２条

約90,000 オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

要支援認定の申請
介護保険法施行規則
第４９条

※１ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

要支援更新認定の申請
介護保険法施行規則
第５４条

※２ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

介護給付等対象サービス
の種類指定変更の申請

介護保険法施行規則
第５９条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため
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居宅介護サービス計画費
の代理受領手続

介護保険法施行規則
第７７条

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

標準負担額の減額認定に
係る申請手続

介護保険法施行規則
第７９条の３

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

標準負担額の減額認定に
関する特例措置の申請手

介護保険法施行規則
第７９条の５

－ オンライン化困難
被保険者証の変更や本人確認等の必要から、被
保険者証の提出（提示）を求めているため

資格得喪の届出
国民健康保険法９条
１項

－ オンライン化困難
記載事項の変更がある場合及び資格喪失の場合
には被保険者証の提出又は返還を要するため

資格喪失の届出
国民健康保険法９条
９項

－ オンライン化困難 保険証の返還を要するため

資格取得の届出（６条適
用外）

国民健康保険法施行
規則３条

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

資格取得の届出書類・準
用（第２条第２項の準

国民健康保険法施行
規則４条２項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

退職資格喪失の届出（退
職→老人の時）

国民健康保険法施行
規則４条３項

－ オンライン化困難 保険証の返還を要するため

退職被扶養者の届出
国民健康保険法施行
規則４条の二

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

被扶養者でなくなったと
きの届出

国民健康保険法施行
規則４条の二　２項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

マル学資格取得の届出
国民健康保険法施行
規則５条１項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

マル学資格喪失の届出
国民健康保険法施行
規則５条２項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

病院等に入院又は入所者
中に関する届出

国民健康保険法施行
規則５条の二　１項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

病院等に入院又は入所者
中に関する届出

国民健康保険法施行
規則５条の二　２項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

障害者認定の届出
国民健康保険法施行
規則５条の三　１項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

障害者認定外の届出
国民健康保険法施行
規則５条の三　２項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

身障施等入所者に関する
届出

国民健康保険法施行
規則５条の四　１項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

身障施等入所者に関する
届出(適用外）

国民健康保険法施行
規則５条の四　２項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

特別事情に関する届出
国民健康保険法施行
規則５条の八　１項

－ オンライン化困難
届出の機会を活用し、納付指導・相談が必要な
ため

資格証保持者の特別事情
に関する届出

国民健康保険法施行
規則５条の八　２項

－ オンライン化困難
届出の機会を活用し、納付指導・相談が必要な
ため

老健法の規定による医療
の届出

国民健康保険法施行
規則５条の九　1項

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

老健法の規定による医療
の届出

国民健康保険法施行
規則５条の九　２項

－ オンライン化困難
資格証の記載事項を変更するため提出を要する
ため、また届出の機会を活用し、納付指導・相
談が必要なため

被保険者証・資格証の交
付申請

国民健康保険法施行
規則６条の二

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため
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被保険者の氏名変更の届
出

国民健康保険法施行
規則８条

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

被保険者の世帯変更の届
出

国民健康保険法施行
規則９条

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

世帯主の住所変更の届出
国民健康保険法施行
規則１０条

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

世帯主の変更の届出
国民健康保険法施行
規則１０条の二

－ オンライン化困難
被保険者証の記載事項を変更する必要があり、
被保険者証の提出を要するため

資格喪失の届出（法第９
条第９項）

国民健康保険法施行
規則１１条

－ オンライン化困難 保険証の返還を要するため

資格喪失の届出（他市町
村への転出）

国民健康保険法施行
規則１２条

－ オンライン化困難 保険証の返還を要するため

資格喪失の届出（法６条
の適用除外による）

国民健康保険法施行
規則１３条

－ オンライン化困難 保険証の返還を要するため

標準負担額認定申請書に
関する添付書類の提出

国民健康保険法施行
規則２６条の三

－ オンライン化困難
減額認定を要する世帯であるという事実を他の
書類で確認する必要とともに直接事情を聴取し
総合的に判断する必要があるため

減額認定書の再交付申請
(破損・汚れ）

国民健康保険法施行
規則２６条の三　６

－ オンライン化困難
破損・汚れのある減額認定証を確実に回収する
ことが必要なため

標準負担額の療養費払い
に関する申請

国民健康保険法施行
規則２６条の五　２
項

－ オンライン化困難
領収証等の添付が必要であるため、減額認定を
要する世帯であるという事実を他の書類で確認
する必要とともに直接事情を聴取し総合的に判

特定療養費に関する２６
の５の準用

国民健康保険法施行
規則２６条の七　２
項

－ オンライン化困難
領収証等の添付が必要であるため、減額認定を
要する世帯であるという事実を他の書類で確認
する必要とともに直接事情を聴取し総合的に判

特別療養費の支給申請
国民健康保険法施行
規則２７条の五

－ オンライン化困難
届出の機会を活用し、納付指導・相談が必要な
ため

被保険者資格喪失後の療
養費等の給付、第２８条
第１項の支給を受ける者
の氏名、住所変更による

国民健康保険法施行
規則２８条　５項

－ オンライン化困難
記載事項を変更するため特別療養証明書の提出
が必要

特別療養証明書の再交付
申請（破損・汚れ）

国民健康保険法施行
規則２８条　７項

－ オンライン化困難
破損・汚れのある証明書を確実に回収すること
が必要なため

老人加入時の申請
国民健康保険法施行
規則２８条　９項

－ オンライン化困難
届出の機会を活用し、納付指導・相談が必要な
ため

ただし書きで特別事情が
ある者の届出

国民健康保険法施行
規則２８条　１０項

－ オンライン化困難
届出の機会を活用し、納付指導・相談が必要な
ため

特別事情の届出（保険給
付の一時差し止め時）

国民健康保険法施行
規則３２条の三

－ オンライン化困難
届出の機会を活用し、納付指導・相談が必要な
ため

手 続 数 合 計 55 － － － －
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